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1非固定的賃金の単価が変動した場合
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被保険者資格取得届(資格取得時報酬訂正)《報酬への算入がもれている場合》
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R3年4月に、「基本給」 200,000
円、「通勤手当」4,000円、「役職
手当JI0,000円、「家族手当」
10,000円が支給されています。
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の給与での支給が間に合わなかっ
「住宅手当 12000円は初回

たため、資格取得時の報酬に含め
ずに合計224000円で資格取得の届

出五上左」
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給与規程等により、支給することが定めら
れてぃる手当は、資格取得時の報酬に含める
必要があります。

仮に、入社後に本人から手当の申請が行わ
れ実態を確認したことにより、初回の給与で
の支給に間に合わず、翌月以降に支給された
場合であっても、資格取得時の報酬に含めて
計算するのが正しい取り扱いです。

^

'ー....

0

頃・奪
、

R3年4月

」

R3年5月

R3年6月

^::,^

R3年7月

R3.4.20

R3年8月

R3.5.20

R3年9月

R3.6.20

19

^

Υ一.

,ヤ

R3.フ.20

^

22

'

0

R3.820

20

0

R3.9.20

20

224000

0

248000

0

22

236000

200000

0

236000

200000

0

236000

200000

4000

/ー

236000

200000

4000

,

10000

200000

」

4000

王Lくは0

10000

200000

給与計算の誤りや本人からの各種手当の

申請遅れにより、資格取得時にさかのほ'つ
て支給された手当については、資格取得時

の報酬に含める必要があるため、資格取得
届にご記入いただく報酬額は、「住宅手

当」を含めた236,000円となります。
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R3年4月支給分
の「住宅手当」
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02 被保険者報酬月額変更届《同一月に複数の固定的賃金が変動した場合》

胎年9月から10月にかけて「基

本糸合」が220,000円→224,000円に
増額され、「住宅手当」が15,000
円→0円に廃止されています。
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円に増額したことを月額変更の契
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「基本給が220000→224000
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機とし、陥年10月を起算月とする
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R4年1月改定増額改定 280千円

→320千円の届出をした
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同一月に複数の固定、

新設・廃止,増額または)"
金の総額が増額するのか、
額改定・減額改定どちらの

※なお、変動的な手当の新設と
については、手当額の増減と

確認できないため、 3力月の

合・減額した場合のどちらも
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金が変動した場合(手

額)は、変動した
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"額するのかをるのかを認し、日

なるか判断します。、象となるか判断

た場合等廃止が同時に発生し
報酬額の増減の関連 ミ明ι

平均報酬月額が増額 した場

随時改定の対象とな ります。ヨ、
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CJ二.ii-、,1 金の総額は11,000円減額しているため、
E 減額改定の対象になり、起算月以.降3力
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月の合計が2等級以上下がった場合のみ、
月額変更届が必要となります。仮に2等
級以上、上がったとしても増額改定の対

象とはなりません。
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被保険者報酬月額変更届《手当のさかのぼり支給があった場合信ナ算誤りや申請遅れ靭》

家族手当が新設され、鵬年10月の

給与支払い時に「精算支給」で、陥
年9月に支給すべき家族手当10,000
円をさかのぼって支給した。これを
月頁変更の契機とし、陥年10月を起

'

゛フ

算月とするR4 1月改定の月額変更

の届出をした

/
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給与計算の誤りや本人からの各種手当の申
請遅れにより、さかのほ'つて手当を支給した
場合は、支給した月ではなく本来支給すべき
月を起算月とします。

※ただし、さかのぼって来斤たな手当の新設等
を決定した場合は、「実際に支給した月」カ
起算月となります。誤りやすいので、注意が
必要です。
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胎年10月に「精算支%創で、脇年9月に支給
すべき家族手当10ρ00円をさかのぼって支給し
ています。この場合は、胎年9月の報酬への算

入がもれていたものとして、支給した月ではな

く本来支給すべき月の報酬に算入します。その
ため、「家族手当」の新設を月額変更の契機と
し、脇年9月を起算月とするR3年12月改定の月
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04 被保険者報酬月額変更届《非固定的賃金が新設または廃止された場合》

陥年4月から5月にかけて、

E固定a、賃金のため月額変更の起
「営業成績手当」が新設されたが、

算月に該ソしないと"リ断し、届出
をしなかった

そのため、月額変更届ではなく

算定基礎届による届出により、標
準報酬月額は陥年9月から(340
千円→謁0千円)で決定された。
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動手当や営業成績手当など、勤務実績や
に応じて支給される手当等の変動は、非
のため月額変更の契機になりません。

非固定的賃金であっても手当が新設・廃
合は、固定的賃金の変動に該当し月額変
るか判断が必要になります。
当が新設された場合は増額の改定のみが、
昜合には減額の改定のみが対象です。
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月にかけて「営業成績手
、胎年5月から7月の総支
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△、

t生'り2等級以上の差こナ

そのため、 R3年8月から(増額改定
340千円→4-10千円)の,等級に改定する月
額変更届の提出が必要です。
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a5 被保険者報酬月額変更届《非固定的賃金の単価が変動した場合》

陥年8月から9月にかけて、「ガ
ソリン単価(1kmあたり)」が15円
→20円に変動したが、勤務実績や
出勤日数等に応じて支給される手

当は非固定的賃金のため、月額変
更の起算月に該当しないと判断し、
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届出をしなかった。
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通勤手当(毎月定額の場合は除く)や時間外労働手
当など、勤務実績や出勤日数等に応じて支給される手
当等の変動は、非固定的賃金のため月額変更の契機に
なりません。

ただし、勤務実績や出勤日数等に応じて支払われる
手当等の根拠となる単価(通勤手当のガソリン単価や
時給・日給単価等)の変動は、固定的賃金の変動に該
当するため、月額変更に該当するか判断が必要になり
ます。
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の変動

2り

R3.10.20

20

.'芋二ι」"L.

q.■:,:,3 貞、、

20

遵ヨ金W上ご:i

20

15

「ガソリン単価」
の変動

^

22

^

15

22

コ,・i,寸工!11=::?'ー

■

20

^.〕革

?0

231636

20

^

239955

"空、:

20

/一山"くはー゜
1 胎年8月から9月にかけて、「ガソリ
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ン単価(1kmあたり)'」が15円→20円
に変動し、陪年9月から11月の総支給
額の平均を計算したところ標準報酬月
額が(増額改定200千円→240千円)に
なり2等級以上の差が生じています。

そのため、胎年9月を起算月とする、

胎年12月改定の月額変更届の提出が必

要です。
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